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○３番 江口忠博委員 システムを研究すべきだ

と思いますが、そのことについて市長のお考え

をお聞きしたいと思いますが、更新の時期につ

いても含めて。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。簡潔にお願

いします。 

○内谷重治市長 農林課のほうで検討させており

ますが、なかなかいろんな方向性があってまだ

決定されておりません。できるだけ早く方向性

を決めていきたいというふうに思っています。 

 ただ、その際に、今のシステムが本当に必要

なのか。あそこはもうきちんとしたプラントメ

ーカーがつくったものなんですが、ほかのとこ

ろはもっとシンプルなやつがどんどんできてい

ます、出ています。そういうシンプルですと地

元でも受けられると。ところが、今のタイプで

すと、地元ではとても受けられないと、受けて

も採算がとれないというお話のようでございま

すので、そういったところも含めて考えてまい

りたいと思います、早急に。 

○３番 江口忠博委員 終わります。 

 

 

 髙橋孝夫委員の総括質疑 

 

 

○大道寺 信委員長 次に、順位２番、議席番号

14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 私は市民生活の向上を

願いながら総括質疑を行います。 

 通告をしております３点について質問申し上

げますので、明快な答弁をいただきますように

お願いをしておきたいと思います。 

 質問の第１は、第５次総合計画の実践の場を

明確に、地域づくりの拠点整備の考え方は、に

ついて伺います。 

 過日の一般質問で、私は、第５次総合計画基

本構想の最大の特徴は、地域づくりの必要性に

触れ、それを提唱していることにあると捉えて

いますと申し上げました。第５次総合計画では、

基本目標７で、政策立案の段階から市民参画に

よって地域の課題解決に向けて取り組むため、

その仕組みづくりをするとともに、個性にあふ

れた魅力ある地域づくりを支援しますと触れて

います。この個性にあふれた魅力ある地域づく

りとなるかどうかは別にして、触れられている

取り組みの中身は、私は大事なことだと感じて

います。 

 そして、この前期計画では、活発な地域づく

り戦略のところで、活発な地域づくり戦略は、

市民と行政による協働により地域づくりの活性

化や防災体制の充実を目指すとともに、老朽化

が進む公共施設などの整備を進めるものです。

将来にわたって地域のきずなやつながりを大切

にしながら、市民がふるさとに誇りを持ち、安

心して暮らせるまちをつくっていくことを目標

としますというような戦略的な視点と目標を掲

げておりまして、その現状と課題では、自治公

民館や地区公民館を拠点として活発な地域づく

り活動が行われていますが、地域役員の高齢化

や活動を支える担い手が減少していることから、

活動の見直しや人材の育成が必要となっていま

すとか、地域で災害に備えるためには、日ごろ

から地域で災害時の初動体制や情報伝達手段を

整えておく必要があることから、自主防災組織

の活動の広がりが欠かせませんとか、耐震化が

されていない公共施設や老朽化している公共施

設が存在することから、整備方針を定め、計画

的に整備していく必要がありますと分析をして

いるわけです。 

 その上で、１つは、地域のきずなを守る地域

づくり活動の支援。２つは、防災体制、安全・

安心の充実。３つは、市民が安心して利用でき

る公共施設の整備を上げています。 

 先日、私どもに配付をされました平成26年度

の実施計画を見ますと、地域づくり計画策定に
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取り組む地区数は、平成30年度では３地区とす

るというふうにしているようです。 

 そこで、第１点目の各地区公民館の方向性を

明確にしていく必要があるについて、お伺いを

いたします。 

 先ほど触れました前期計画では、生涯学習・

文化分野では、次のように触れています。各地

区の特色を生かした地域づくり事業を推進し、

人も地域も元気なまちを目指します。そういう

目指す姿を示して、主要事業ごとの取り組み方

針としては、生涯学習と地域づくりの拠点であ

る各地区公民館活動の支援に向けて、指定管理

者制度の充実を目指します。また、自治公民館

の活動や施設整備に対して、補助金の交付や活

動事業の相談などの支援を行いますとして、主

な事務事業としては、各地区公民館指定管理事

業、自治公民館活性化事業、自治公民館施設及

び整備事業費補助金を列記しているわけです。 

 そこで、市長に伺います。私は、この申し上

げております第５次総合計画で提唱しておりま

す地域づくり計画を具体的に進めていく拠点は

各地区公民館であろうと感じてきましたし、総

合計画でも拠点は各地区公民館と明示している

ことから、各地区公民館の目指す方向性は明確

になったと考えています。 

 この間、さまざまな議論を繰り返ししてきた

わけですけれども、各地区公民館の目指す方向

は、コミュニティセンター化ということになる

のではないかと私は捉えています。ただ、第５

次総合計画にはその明示はありませんし、方向

性も明確に示されないまま、指定管理者制度の

充実を図るという言い方になっているわけです。 

 この指定管理者制度による管理というのは、

既に２期目の２年を終わろうとしておって、２

期目の最後の年を迎えようとしているわけです

けれど、この時期にもかかわらず指定管理者制

度の充実を図るとはどういうことなのか、なか

なか理解しにくいというふうに私は感じますけ

れど、現実はそうなっています。 

 私は、少なくとも今後10年間のまちづくりの

方向性を示す総合計画には、地域づくり計画の

取り組みを進める拠点となる各地区公民館の方

向性は明示する必要があると考えます。もちろ

んすぐに移行するなどとは考えておりません。

何よりも各地区の公民館の運営協議会の皆さん

との合意が必要ですし、そのことは非常に大切

なことだと思います。しかし、方向性も示さな

いで指定管理者制度の充実を目指すといった捉

えどころのないこの方針にいつまでもすがって

いくということはできないと、私は感じていま

す。 

 市長、どういうふうにこの構想をされ、考え

ておられるのか、まずお聞かせをいただきたい。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 第５次総合計画で、あえて私のほうからこう

しろ、ああしろという指示はしておりません。

ただ、私としましては、髙橋委員がおっしゃる

ように、時代的にはさまざまな課題が地域にあ

って、ひとり暮らしのお年寄りがふえているこ

と、空き家がふえていること、そして行政の縦

割りの組織が地域にどんどん入っていっている

と。一方で、横の連携がやっぱり地域自体でも

とれていない。長井市のほうで協働のまちづく

りというかけ声はいいんですけども、テーマの

あるＮＰＯなんかは比較的うまくいっているん

ですが、肝心の地域との協働が進まないのがや

っぱり一番大きな課題だろうというふうに思っ

ていまして、それを私は、コミセン、コミュニ

ティセンターとして本来は各地区にあるべきな

んですが、それがイコール地区公民館としてい

いのかと。というのは、地区公民館を担ってい

ただいている地元の運営協議会や館長さんや主

事がおられ、そしてそれを管轄している教育委

員会があると。教育委員会の中は、必ずしも私

と考えが一緒じゃないみたいなものですから、
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そこの調整を図らなきゃいけないと。そこでこ

の計画の前から言っているのは、第５次総合計

画で地域づくりをやってもらうところを次、手

を挙げていただきたいと。そういったときには、

必要な予算とか、あと当然人も配置しながら、

コミュニティセンターとして地区公民館が地域

づくりと、そして生涯学習とか人材育成とか、

そういったことをやっていただくところをモデ

ル的につくっていった形がいいのかなというふ

うに思っておりまして、残念ながら第５次総合

計画でそれは違うからもっと違う方向でやるべ

きだということは、私のほうからは申し上げま

せんでした。 

○大道寺 信委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 わかりました。 

 それでは、教育長にお伺いをいたします。 

 教育振興計画では、24ページにこういう記述

があります。いわゆるコミセン・バーサス・公

民館の議論に対しては、社会教育をベースとし

て地域づくり事業を行う方針です。しかしなが

ら、人口減少といった状況の中で、地域づくり

への取り組みが課題となっている中で、地域振

興に向けた地域の体制と市の支援体制のあり方

が課題であり、地区計画作成事業の動向を踏ま

えながら、地域担当制などの庁内体制の検討が

今後の課題ですと触れられています。私は、こ

の表現はちょっとなかなか理解できません。 

 既にいただいている平成25年度の長井市の教

育、これですけれど、これでは長井市公民館運

営計画で平成25年度の主な課題として、第２期

目の指定管理者制度に入り、各地区公民館の事

業拡大やコミセン化の検討を行うと上げており

ますが、教育振興計画が言っている中身とはギ

ャップを感じます。どこに教育委員会の方針が

あるのでしょうか。 

 社会教育をベースにして地域づくり事業を行

う方針というのは、具体的にどういうことなの

でしょうか。そして、実際そこで展開できるの

でしょうか。わからないんです。整理して、ど

のように進めようということで教育委員会の中

で議論しておられるのか、お聞かせいただきた

いと思います。 

○大道寺 信委員長 加藤芳秀教育長。 

○加藤芳秀教育長 髙橋孝夫委員の質問にお答え

いたします。 

 今、市長のほうから、公民館、そしてコミセ

ンの問題についてお話、ご意見をいただきまし

た。 

 教育委員会のほうでは、25年度、公民館長会、

月に１回開いております、それと社会教育委員

会の中で議論をしていただいてきました。その

中では、非常に地区の中でいろんなさまざまな、

高齢化でありますとか、それから少子化も含め

まして、そういう多くの問題が多岐にわたって

出てきている。それは、公民館長さんたちも理

解していただいておりますし、社会教育委員の

皆さんも理解していただいているというふうに

思います。で、それに対して、今の社会教育を

ベースにして全てを取り組むことができるかと

いうと、それはなかなか難しいということも実

際はあるのだと思います。ただ、今の指定管理

者制度もまた課題があるんですね。つまり課題

が見つかって新しく事業に取り組みたいといっ

たときに、なかなかそこに対応できない枠組み

の問題があって、そこが課題だなということも

ございます。 

 ただ、社会教育と地域づくりというものにつ

いては相矛盾するものではなくて、むしろ社会

教育の中でさまざまな事業を進める、地域づく

り事業を非常に取り入れているわけであります

ので、必ず社会教育の中で進めていくことが、

地域を変えていったり、地域の人を元気にして

いったりするということにつながっていく、そ

してそういった事業に取り組む中で人が育って

いくと、そんな生涯学習の拠点であり、そして

地域づくりの拠点となり得る施設ということに



 

―３５２― 

はできるんでないかという、そういう意見が結

構強うございまして、そのような形で振興計画

のほうはまとまっております。 

 ただし、これも教育委員会で決めて、さあと

いうふうにスタートするものではないだろうと

思うんですね。地区ごとの検討が今進められて

いる地区もございまして、その中で行政との連

携のあり方などを模索したときに、コミセンと

いう看板を掲げる地区も出てくるのでないかな

と。むしろそういう地区に合った姿が、ありよ

うが、これから26年度以降さらに議論を深めて

いくということが大事なんだろうということで、

今、振興計画のほうは、ちょっと文面について

は、先ほどなかなかわかりづらいということが

ありましたので、まだ校正もきくところであり

ますけども、気持ちとしてはそういうことで進

んでいるというふうにご理解いただきたいと思

います。 

○大道寺 信委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 教育長のお考えもわか

りました。 

 再度市長に伺いますけれど、教育委員会のこ

の、私が先ほど申し上げた教育振興計画の中の

言い分を言えば、市長部局がはっきりしないか

ら、その動向を見たり、職員の地域担当などと

いう推進体制にも不確かがあって踏み切れない

というふうに言っているように私は感じるんで

す。そうだとしたら、市長部局としての方向性

を示すということが求められることになるんだ

ろうと、私はこう思うんです。 

 で、もちろんもう今、第５次総合計画案が示

されていますから、それにこうだなんていうこ

とは軽々には言えない課題でしょうけれども、

方向性はしかしやっぱり出して、もうここ10年

でも何でもいいですけども、前期のうちにする

のか、いや、後期の初めとか、そういうことも

検討に入れると。そのために教育委員会とも議

論しようということが、やっぱり私は必要だと

思うんです。そのお考えがあるかないか、お聞

かせをいただきたい。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 まずは、各地区の公民館の運営

協議会の皆さん、そして館長の皆さんなどと、

社会教育委員の方と協議したことないんですが、

ざっくばらんにこれからどうするかということ

を、市長部局から見た地域の課題というのはた

くさんあるわけでして、多分見方が違うんです

よね。ただ、館長とか主事は感じておられるん

でしょうけども、割と地区によって対応が違う

んですね。 

 例えば、地区長会とか教育振興会とか、教育

振興会は大体地区公民館と一体となっていると

ころがあるんですが、それ以外の地区長会であ

ったり、民生・児童委員であったりとか、そう

いったところと距離を置いている公民館もあっ

たりして、非常に難しいなと。一概にこうやる

と反発があるのかなと思っていますが、一方で、

今、皆さんの働き方が多様なものですから、市

のほうのいろんな広報等も見ていただけない。

ご存じない方がたくさんいらっしゃる。 

 そういったところの問題というのは、多分、

地区自体である程度解決できる糸口があるんじ

ゃないかなと実は思っていまして、そういった

ことも含めて、やはり26年度春からスタートす

るとしたら、ぜひお認めいただいて、できるだ

け早いうち、26年度中からそういった作業に入

って、時間のかかることだと思いますので、私

としては、コミセンプラス、市役所もそういう

コミセンと十分にかかわっていかないと、地域

は大変なことになるだろうというふうに思って

いますので、そういったことで協議をさせてい

ただきたいと思います。 

○大道寺 信委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 なかなか、決まってか

ら、そのつけ足しみたいなことではなかなかい

かないこともわかりますけれど、やっぱり方向
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性は明らかにして、それに向かってみんなで進

むということが必要だと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 もう一つ、各地区公民館の施設整備について

市長にお伺いをします。 

 私ども市議会では、昨年11月に２回目の市民

との意見交換会を開催をしてまいりました。私

たち本当に人集めが下手なものでというか、や

り方が稚拙というか、西根の場合はかなりぼろ

くそに言われましたけれど、結果的には大盛況

どころか、全く誰も来なかったという場所もあ

ったりして、決して多くはない参加者だったん

ですけれど、だからかえって一人一人から意見

が聞けたというところもあったと、私はそうい

う意味ではよかったと感じています。 

 で、地区公民館主事をしている方から、次の

ような意見がありました。１つは、地区公民館

が老朽化し始めていて、いろいろな修繕が必要

になってきている。そのための財政支出をぜひ

お願いしたいということが１つです。２つは、

地区内の皆さんからいただく貴重なものがある

んだと。文献であったり、歴史を示す文献であ

ったり、あるいは資料であったり、民俗的な資

料などもあると。だけど、それを保管しておく

場所もないと。公民館自体にそういった機能を

持った部屋もないと。粗末になってしまうので

はないかということが心配だと。ぜひ、各地区

公民館とも同じような悩みを持っていると思う

ので、保管庫といいますか、保管場所を確保し

てほしいのだと。それもできるだけ早くという

お話でした、年次計画でもいいからと。 

 この要望は、議会として市長にもお上げして

いると思いますし、教育委員会にもお上げをし

ていますけれど、大事な意味を持っているなと

私は感じていますし、できるだけ早くこの実現

をしていく必要があるというふうに考えていま

す。 

 今の時点で市長、このこういった要望をどの

ように捉えられておられるのか、考え方があれ

ばお聞かせをいただきたいと思います。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 各地区の皆様からは、実にさま

ざまな、地区ごとにご要望も違っていますが、

地区公民館としては全て耐震化は問題ないわけ

で、ただ、老朽化しているところもあるという

ことではありますが、十分な維持管理費が今ま

でつけられなかったという課題があります。 

 したがって、まずは必要なところについては

しっかりと維持管理費を予算措置をしなきゃい

けないということ、あと、委員からありました、

そういった資料保管庫みたいなものについては、

例えば西根地区の公民館なんかは、西根地区の

皆さんで保管庫とか展示施設つくっているとこ

ろもあるんですね。ですから、それをじゃあ、

どういうふうな形で地区の要望に応えるかとい

うのも、やはり各地区公民館とか館長、主事の

方のお話なども聞きながら、やっぱり応えては

いかなきゃいけないと思いますが、いろいろ検

討していかなきゃいけない課題がたくさんある

というふうに思っております。 

○大道寺 信委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 それぞれに保管庫を持

って、それぞれの地区公民館が持っていたほう

がいいのか、あるいは１カ所でちゃんときちっ

とそれこそ保管したほうがいいのかとか、いろ

いろ議論があるんだと思います。そのことも含

めて、是非ご検討いただければと思いますので、

よろしくお願いします。 

 第２点目の、自治公民館の整備と支援策を整

理して進める必要があると思うという項目につ

いて伺います。 

 先ほど申し上げた教育振興計画では、自治公

民館の状況について、自治公民館は地域の交流

事業や祭りの伝承など、地域コミュニティの維

持の役割を担っていますが、集落人口の減少の

中で備品や施設整備の更新負担が大きくなって
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おり、支援の拡充が望まれます。高齢者の増加

に対応して、ミニデイ事業やお茶の間的機能の

充実、さらに自主防災組織の重要性などの課題

に対応して、庁内各課との連携による活動支援

が必要です。また、地域の高齢者の皆さんには、

地域活動に積極的に参画されることが期待され

ますと触れられています。 

 その上で、自治公民館連絡協議会を活用して

相互の情報交換や研修機会を確保するほか、地

区公民館及び庁内関係課との連携強化を支援し

ていきますとしています。具体的には何かとい

うことになると、先ほど申し上げましたように、

自治公民館活性化事業、自治公民館施設及び設

備事業補助金ということになるようです。 

 実施計画では、自治公民館活性化事業の件数

は、平成26年も27年度も14件としておりまして、

自治公民館施設整備事業補助件数も12件を想定

をしているようです。 

 私ども文教委員会協議会に示されました平成

26年度予算資料を見ますと、自治公民館活性化

事業費は、前年度同額の100万円を予算化をし

ていますし、同時に平成20年度から24年度まで

の実績が示されています。件数だけを申し上げ

れば、平成20年度17件、21年度15件、22年度14

件、23年度13件、24年度13件となるようであり

ます。 

 この件数分が自治公民館数ということになる

かといえば、実際はそうではありません。違う

組織もこの補助事業に該当させて活動していま

すから、件数をうのみにはできない状況にある

ことはご案内のとおりです。 

 同時に、市内87ある自治公民館が、この活性

化補助金事業を受けているかといえば、実態は

違います。これまでと違う新たな事業展開が求

められる中で、実態は、新たな事業展開できる

だけの財政的な裏づけを持った自治公民館であ

ると。そして、新事業を企画運営し得る陣容と

体制が整っていなければ実際は展開できないわ

けで、それらの環境を持たない自治公民館では

手も足も出ない。そういう状態にあることから、

この補助事業を始めた平成16年度こそ、24分館

が当時申請をしていますけれど、現在は13件と

いう件数で、自治公民館数でいえば、10館ほど

がほぼ常連でこの補助事業を活用しているとい

うことになると私は思います。 

 私は、平成23年度９月定例会決算特別委員会

の総括質疑で、この自治公民館活性化事業補助

金について質問をさせていただきました。その

際も、実際利活用できる自治公民館は少ないこ

と、現実的に抱えている内容への支援策や補助

事業の内容に転換をしていく必要があることを

申し上げました。 

 そして、市長からも、当時の教育長からも、

第５次総合計画が始まるときまでさまざまな部

分についてしっかりと検討していかなきゃなら

ないという答弁がありました。この間、検討が

進められてきたものと考えていましたけれど、

総合計画にも教育振興計画にも、平成26年度予

算にも、検討結果らしきものが見当たりません。 

 教育長にお伺いをしますけれど、教育委員会

ではこの間どういった検討をなされ、調査研究

も含めて展開をされてきたのか、お聞かせをい

ただきたいと思いますし、市長にも総合計画策

定作業の中でどういう検討が加えられてきたの

か、率直にお聞かせをいただきたいと思います。 

○大道寺 信委員長 加藤芳秀教育長。 

○加藤芳秀教育長 ご質問にお答えします。 

 自治公民館の活性化というのは、非常に大事

な課題でございまして、運営費補助金から現在

の活性化事業補助金が創設された状況というの

も、当時の厳しい財政事情などもあったという

ことで、またそんなところで変えてきたという

こともあるかと思います。 

 現在の自治公民館の状況でいえば、本当に厳

しい状況の中で運営されているということが推

測されます。 
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 当時、従来の運営費補助金が地区公民館を経

由して交付されていた時期は、当時は分館とい

う名前だったようにも思いますけども……。 

（「長井市公民館から」の声あり） 

○加藤芳秀教育長 長井市中央公民館のことで

すね、そことのつながりというものがあったと

いうことでありますが、そういったものについ

て少し薄くなったんでないかという、そういう

声なども聞いております。 

 教育委員会としての検討ということでござい

ますが、自治公民館の活性化事業補助金、そし

て施設整備補助金、２つあるわけでありますが、

その特に施設整備については老朽化が激しくな

っておりまして、そういう施設もあるというこ

とで、より使いやすくするということで補助率

を上げていただいております。25年度から10分

の２から10分の３ということで補助率を上げて

いただいておりますし、また、当初のそういう

こともあって、希望する館が途中からふえまし

て、その際、補正を行いながら要望に応えてき

たと、そんな経緯もございます。 

 より活性化事業補助金についてもっともっと

活用していただきたいわけでありますので、そ

の辺についてまだ十分な説明というのが不足し

ている部分もあるのかと思います。地区役員等

がかわられて、なかなか補助金というものに対

して、使い方がよくわからないという、そうい

う館などもあるのでないかなと思われますので、

その辺の丁寧な説明ということが必要かなとい

うふうに考えています。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 髙橋委員も把握されているよう

に、自治公民館の状況がかなり地区によってば

らつきがあって、館長とか主事の担い手が不足

していると。それから、公民館も老朽化してい

るところがふえていまして、しかし、今までみ

たいに地区でみんなお金を出し合って増改築し

たりとか、ましてや新築するなんていうことが

できる地域は本当にわずかだというふうに思っ

ています。 

 そんな中で、かつては運営費補助やっていた

んですね。これは委員ご存じのとおりなんです

が、平等割と、あと世帯数割で支援していたと

思うんです。ごくごくわずかだったと思います

けれども、それを行革と、あと本来そういった

ことの運営費補助はやめるべきだという、その

当時からの議論があって事業費補助ということ

に変えたようなんですが、これによるいいとこ

ろと、逆にデメリットのところがいっぱい出て

きてしまったと。デメリットとしては、地区公

民館通じて自治公民館のほうに運営費補助をし

ていたものですから、地区公民館と……。 

 違うんですか、ごめんなさい。そういったと

ころの連携といいますか、そういったところが

薄らいでいるというふうにお伺いしています。 

 あとは、事業費補助ですね、ハードの部分、

増改築したりとか、そういったところは２割以

内から３割まで上げたんですが、それでもなか

なかできないところがたくさんあるんだろうな

と思っていまして、そういった意味ではもう一

回根本的に見直すようにということでお願いし

ています。 

 で、教育委員会のほうとしては、まずは今回

はそのまま事業費補助、あと３割ということで

いきたいということでありましたので、まずは

そういうふうにして今回の計画になっておりま

すが、今後はもう少し考えていかないと、10年

後は本当に大変な状況になるだろうなと思って

いまして、このあり方をぜひ早急にこれも検討

しなきゃいけないというふうに思います。 

○大道寺 信委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 ３年前に戻ったみたい

な、私、正直言って不満です。だましに遭った

ような嫌な気分です。今、似たようなことを、

３年前、23年の９月定例会の決算総括質疑で似

たような答弁している。その前に、私は平成20
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年にもこの問題提起しているんです。そのとき

も、いや検討します、実態と合わないから。だ

けど、本当に今度は第５次総合計画とあわせて

やるのだと言ってきたんです。それは私はない

だろうと言いますが、ごしゃいでもしようがな

いのでおさめますけれど。 

 しかし、教育長、先ほど説明不足もあるとお

っしゃった。平成15年からやっているのよ、こ

の事業。平成15年度。今、何年度の予算の審議

している、10年以上。まだ説明不足なの。その

ときそのとき、その場をくぐり抜ければ後はど

うにでもなると。言いたくないけどね。そうい

うふうにしか思えないし、そんなに軽いんです

か、答弁って。情けない。が、もう一回検討さ

せてくれというなら、しようがないでしょう。

それを本当に、要は真剣にやってくださいよ。 

 先ほど来いろいろ言われていますけれど、各

地区の自治公民館というのは、本当に高齢化が

もうどんどん進行していって、空き家がふえて、

単独世帯がふえて、子供の騒ぐ声とか遊ぶ声が

聞こえない、そういうのが当たり前になってい

る中で、せめて、新しい事業はできないけれど、

今まで営々として続けてきた地域の伝統とか習

慣とか、そういうものは続けていこうと。ある

いは、年１回でもいいから地区民が集まって飲

み会をしている、そこだけは続けていこうと懸

命な努力しているんだよ、本当によ。そこに対

して、活性化策を上げてこいと、補助金けっか

らと、こんな話はないでしょうというふうに申

し上げてきたのよ、私は。実態を見てくれと。

そこまで掘り下げてぜひ対応してほしいという

ことだけ申し上げておきたいというふうに思い

ますし、この次はないですよ。この次はまた検

討させてくださいなんていう話はないんですか

ら、少し腹を据えてやっていただきたいと思い

ます。 

 違う観点でお伺いをいたします。教育長に伺

いますけれど、市内に87の自治公民館があるわ

けですが、この中で耐震構造ではない建物とい

うのはどれくらいあるというふうに捉えておら

れるでしょうか、お聞かせいただきたい。 

○大道寺 信委員長 加藤芳秀教育長。 

○加藤芳秀教育長 87館の中で建築基準法が変わ

った56年以前の建物については、32館程度ある

というふうに把握しております。そこについて

は建築基準法に沿わない建物ということになる

かと思います。 

○大道寺 信委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 現実的にそれはありま

して、補助事業があったり、何か出ないと実際

は建てかえられないです。しかし、一方で行政

は地域に自主防災組織をつくるということを奨

励をしてきたわけです。今もしています。防災

資機材の保管場所や地域の防災拠点っていうの

は相変わらずだけど、そういう自治公民館とい

うふうになるわけです。このような進め方でい

いのかっていうところをやっぱり捉え返さなき

ゃいけないと私は思っています。 

 地域の防災拠点でもあって、地域づくりの拠

点でもあるこの自治公民館が実際には大地震な

どに耐えることができない建物のままになって

いること自体が問題があると思うのです。そし

て残念だけれど、行政はそれはその地域で対処

することだと。改築などの計画があれば、それ

は相応の補助は出しますというスタンスから、

前になかなか出ないというのが実態だと思いま

す。 

 私はそこで少し一緒に考えてみたいというふ

うに思うんですけれど、この間、きのう、去年、

おととしからでしょうかね。耐震診断を募集を

していますね、個人の。それと同じようなやり

方をまずその自治公民館に年限切っていいから

やってもらうというふうに誘導できないものか

というふうに思います。そこから、じゃあ、で

きなかったからどうするっていうのは、それは

また別の話よ。だけどそこまでまずやって対応
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を一緒に考えていくということっていうのは、

すごく私は大事なことだと思うんですけれど、

ここは市長、どのような見解をお持ちでしょう

か、お聞かせいただきたい。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 委員おっしゃいますように、自

主防災組織っていうのは基本は自治公民館、分

館なわけですね。そこが活動拠点で災害時のと

きはまずは避難所に集まる前に、行く前に最寄

りの分館、自治公民館に集まって全員いるかと

確認して、そこから次の避難所に行くというこ

とが普通の計画になりますので、そういった意

味では肝心のその自治公民館が耐震化がされて

いないということでは、これは非常に不適当だ

ということで、ちょっと私も思慮が足りなかっ

たんですが。 

 個人の住宅については無料でまず診断はでき

るんですね。あとは県の事業で上限はあります

が、半額補助で耐震化ができると。木造ですか

ら、筋交いとか、そういったところに設置する

だけなので、通常の住宅だったらおおむね二、

三十万円以内でできるということのようであり

ますので、そういったところがそういった分館

とか自治公民館に対応できるかどうか、それな

ども検討しながら、まずここは早急にこれは進

めたいと思いますので、これがまち・住まい整

備課のほうで耐震化の事業を進めています。ち

ょっとそこのところ十分に打ち合わせしてこな

かったんですが、まち・住まい整備課長のほう

から今の県の支援制度、国の支援制度について

ちょっと答弁させます。 

○大道寺 信委員長 浅野敏明まち・住まい整備

課長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 今の議論は公

民館だと思いますが、今、補助制度として持っ

てるのは住宅の耐震化と耐震診断の補助制度で

ございますので、これをどこまで拡大するかっ

ていうのは今後の課題だと思いますので、26年

度にそれも含めて検討していきたいと思います。 

○大道寺 信委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 やっていったほうがい

いでなくて、やっていかなきゃならないんだと

私はこう感じてますので、今、今年度中という

よりも来年度中で少し検討するということです

から、ぜひ早目に着手できるようにお願いをし

ておきたいと思います。 

 質問の第２に入ります。長井駅舎をまちづく

りに生かすための位置づけと整備について伺い

ます。 

 一昨年から都市再生整備事業、中心市街地活

性化策、あるいは観光振興計画策定など、さま

ざまな議論がありましたし、いろいろな今後の

まちづくり策について提起がされてきました。

私はその中でも観光振興計画策定のための報告

書や都市再生整備を進めるために提起をされた

社会資本整備総合交付金事業などで言われ続け

てきた長井市のまちづくりに必要な観光の町と

するための観光客の導入路の考え方は、多くの

議論を生んだというふうに思いますし、今も議

論が続けられていると捉えています。 

 しかし、議論の中心はかわと道の駅という観

光交流センターの是非が中心で、もう一方の導

入路であるフラワー長井線長井駅からの観光客

受け入れについては、具体的な考え方や事業計

画が中途ということもあって、余り進んでいな

い状況にあると感じています。 

 当面のこの事業計画がない中で、しかし、第

５次総合計画にはある程度の考え方が触れられ

ているのではないかと思ってページをめくって

みましたが、長井駅に関連する記述は見つけら

れませんでした。そしてこの間、商工振興課か

らいただいている中心市街地活性化計画策定の

経過なども見てみましたけれど、具体的な記述

はありません。 

 私はこの２年間の議論で思うのは、これから

の長井市のまちづくりには欠かすことができな
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い２つの導入路をどのように構想して、具体化

を図っていこうと考えているのか。これは極め

て大きなというか、大事なポイントだというふ

うに思いますし、やっぱり計画には触れておく

必要があると思いますけれども、具体的には何

もありません。 

 フラワー長井線からの長井への導入路では、

この間、言われてきたのは、駅近くに花公園を

建設してそこに観光客をまず誘導していくとい

う考え方だけだったと私は記憶をしています。

この花公園構想というのはこのたびの計画では

取り組まないということにしているわけですが、

考えてみればこの構想自体釈然としないなとい

うものも感じます。 

 私は、長井駅っていうのは文字どおりこの長

井の中心市街地にあって、長井の大事な導入路

であり、長井の玄関口だというふうに思ってお

りまして、これをどのようにまちづくりに活用

していくのかという視点は、根本的にこれまで

不足をしてきたと感じます。その意味で都市再

生整備事業とか中心市街地活性化計画とか言わ

れても実際は余り議論をされてこなかったわけ

ですけれども、そんなことではだめで、この長

井駅舎はこれからのまちづくりにどういった位

置づけを持たせるのか、私は明確にする必要が

あると思います。 

 市長はどうこの構想をされておられるのか、

考え方をお聞きしたいということと、私は中心

市街地活性化計画の中にはその位置づけを明確

にして取り組む必要があるというふうに考えて

ますけれど、市長の見解をお聞かせをいただき

たいと思います。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 髙橋委員おっしゃいますように、

非常に重要な長井駅っていうのは位置づけに考

えております。ただ、ご存じのように駅の増改

築とかそういったことについてはそれぞれの市

町村で責任を持つというルールがあって、一方

で長井駅については山形鉄道の所有物だという

ことで、何年か前ペンキを塗らせていただきま

したけども、これもかなり手続的には大変でし

た。今回、中心市街地の活性化基本計画の中に

長井駅っていうのは特に重要な何かをするって

いうことでは今のところ考えてないんですが、

さまざまな使い方が位置づけがされるべきだろ

うというふうに思ってまして、今後、議論の中

でどうしたらいいか、重要な要素だと思ってま

す。 

 なお、26年度では地域元気臨時交付金を活用

しましてトイレが、長井駅のトイレ、これは市

で設置してるわけですが、非常に汚いと、使い

にくいということから、これについては全面的

に改装するという予算を組んでいるところです。 

 なお、今後、中心市街地活性化基本計画の策

定の過程で皆様からいろいろご意見をいただき

ながら、山形鉄道の意向なども受けて、それを

どういうような位置づけするか考えなきゃいけ

ないと思います。 

○大道寺 信委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 大体、ああ、そうなの

かという感じではわかりましたけれど、私、中

心市街地活性化っていうのは、これ計画を策定

するのはこれからになるわけで、そこのエリア

の人たちも含めてきちっと議論しないと、本当

に何かおかしいことになってしまいはしないか

と心配ですので、そこはぜひ議論を進めていた

だきたいと思います。 

 ２点目でいう駅舎の整備を進められないかに

ついて、今ほど市長はちょっと何か言われまし

たけれど、私は感じていることがありますので、

まず申し上げたいと思いますし、企画調整課長

から少し経過をお聞きをしたいというふうにこ

れ思います。 

 私、この間、何回か長井駅に行く機会があっ

たんです。それは一つはその辺で飲みまして、

私、今、仮の住まいで、済みません、台町なも
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のですから、最終で帰れる、長井駅から南長井

駅まで。そのときに行ったんです。去年の暮れ

の前、晩秋でしたけれど。まだ７時半なんです

けど、真っ暗なんです。誰もいないんです。寒

いんです。いや、こうがいっていう感じを持ち

ました。その次に今度、日中行ったんですけど、

そのときはすごい人なんです。今度は何かよ、

あそこでおりて今度バスを待ってるのだったか

もしれませんが、すごい人でした。だけどその

人たちは時を、時間を過ごすだけで、所在なく

あっちへうろうろこっちへうろうろ。よく見た

ら座る場所がないんだよね。えっというふうに

感じたんです。 

 次の次の日、今度はちゃんと見てみようと思

って行ったんです。私どもが、私どもがってい

うか、利用していた長井駅の待合室とはさま変

わりしてました。入れば左側の一画は山形鉄道

の案内所というふうになっていて、そこはもう

スペースをかなりとってます。中央のところに

は東側向きに売店とそばの立ち食いコーナーが

あって、北側のガラス戸のほうは街なか文庫で

すか。かなり大きい本棚があってそこに本が並

べられて。東側は畳の間があるんですけど、あ

そこはそのまんまで、そして入ってすぐ右に地

場産品を並べておく、陳列をする棚があるんで

す。座るところっていうのは、売店と畳の間の

間に数脚の長椅子があるだけという、そういう

状態だったんです。これが今の長井駅の待合室

かって改めて思いました。 

 何でこんなふうになったんだろうなっていう

ふうに思ったんです。これじゃまるで寄せ集め

で、何かそれぞれが寄ってきて、じゃあ、俺こ

の一画、俺ここだみたいにして、とってしまっ

た結果がああいうふうになったのかなどとも思

ったり、あるいはいろんなことをしたいがため

にそれぞれの思いを持った人たちが寄ってきて

そういうふうになったのかっていうのはよく経

過的にはわからないのですが、企画調整課長、

何でこういうふうになったんでしょうね。今の

ような待合室ができてしまったんでしょうか。

もし経過がわかる範囲でお聞かせをいただきた

いと思います。 

○大道寺 信委員長 鈴木一則企画調整課長。 

○鈴木一則企画調整課長 お答えいたします。 

 今、委員おっしゃいましたように、山鉄の営

業の中で、さまざま基本的な部分では駅舎もい

ろんな方々に活用していただいて、人が集まる

よりどころというふうな考え方にあると思いま

す。それとともに山形鉄道の旅行センターなど

は特急券の販売とそれから旅行商品などの販売

というふうな部分も本来のものもあったと思い

ます。それから駅を守っていただく、活用して

いただくっていうふうな団体におきましては、

通常の売店の部分もありましたし、さらにはそ

ば屋さんというふうな形で後ほど出していただ

いたということで、市民の活用というかサービ

スといいますか、そういうふうな活用のために

というふうな思いが大変強くて置いていただい

てるというふうに理解をしてます。 

 あと平成19年ごろに図書館のほうでも、北側

の奥のほうに図書コーナーという形で、皆さん

にもどんどん図書を活用してもらうというふう

な行政側の思いのほうも一つ入れさせていただ

いたり、観光とすれば地場産品を陳列をしてい

ると。具体的にどれぐらいのＰＲになってるか

っていうのは非常に厳しいご指摘を受けて、委

員からもいただきましたけども、まさにそのよ

うなことで、全体的な結局どういう目的でどう

いう駅舎にしようかというよりも、どちらかと

いうといろんな活用をしていただきたいという

ふうなイメージのほうが強かったんではないか

というふうなことでお伺いをしております。 

 まさに今、結果的に見るとご指摘のように、

多くの方が来られると本当に居場所がなくて、

非常に本来的にはせっかくフラワー長井線のほ

うをご利用いただいて、ツアーバスなどを外に
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待たせてた場合に、おりてこられた場合に非常

にどこに行ったらいいかわからないっていうよ

うな現状、確かに私どもも把握はしております

ので、その部分につきましても、今まで好意に

よってさまざま手伝っていただいた部分がござ

いますので、ここら辺につきましても皆さんと

お話し合いをさせていただいて、全体的な山形

鉄道との営業とも含めて議論をさせていただい

て、よりよいものにしていきたいというふうに

思っております。 

 あともう一つ、申しわけありません。あと23

年度にきめ細かな交付金事業のほうで屋根の改

修をさせていただいてます。以前の前回のまち

づくり交付金事業のほうでも外壁の改修なども

いろいろ計画したんですが、結局事業費等がな

くなってしまって改修までに至らなかったとい

うふうな経過もあって、取り残された状況にな

ってるっていうのが現状です。 

 先ほど市長からもお話がありましたように、

商工振興課のほうと早速お話をさせていただい

て、中心市街地活性化基本計画の中に民間事業

ということで入れ込んでいただくようにお願い

をしたところでございます。 

○大道寺 信委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 いろいろな思いがあっ

て結果的にああなったっていうことはわかりま

した。だけどそのままでは私はやっぱりだめだ

と思います。少なくても駅に必要な機能は行っ

てすぐ見つけられるというふうなところにちゃ

んと配置をし直していくことがまず大事なんだ

というふうに思います。 

 もう一つは、地場産品を陳列をしてるわけで

すけれども、かなり雑然とただ置いてるってい

うか、脈絡のない置き方なんだね。どう考えた

ってこれ何を意図してるかわからないっていう

感じがするんです。スペースをちゃんと確保し

て見ばえがいいようにしないとまずいんだと思

うんですね。地場産品と、何てったって長井は

ものづくりの町だって市長何遍も言われている

わけですから、そういうようなものづくりの町、

長井を感じられる内容に展示を切りかえていく

っていうことは必要なんだと思うんです。 

 待合室ですから、座って待つことができるス

ペースが、これやっぱり必要です。畳の間は私

は要らないと思うんですね。椅子でいいと思う。

ほとんど活用されているとは思えない街なか文

庫は撤去したほうがいい。待合室の売店があっ

て、外に出ると山形鉄道の社屋の中にもまた売

店がある、ダブってるんだね。そういう一本化

とか。もう少しちゃんとできないかと。せめて

夜は最終列車が過ぎるまでは明るくしておいて

ほしいし、寒さの対策もできるようにしんなね

なでないかっていうふうに思うんです。 

 中途半端なところと清潔感がないところ、小

ぎれいでないところさは人はやっぱり行きませ

ん。私はそういうふうに思う、素人目でも。そ

ういうふうにしていがんなねんだと思うんです。

山形鉄道がやる気ねがったら市がやっぱりちょ

っと口出して、少しお金を出してやってはどう

かというふうに思うんです。そうすることで長

井の導入路の一つはきちっと確保する。この視

点は大事だっていうふうに思うんですが、その

部分についてもう一回市長の考え方をお聞かせ

いただきたい。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 髙橋委員おっしゃるとおりでな

かなか頭が痛い、顔が上げられませんでした。

あそこ経過的にどうぞ勝手に皆さん、やってく

ださいっていうふうにやってきたんですよ、今

まで。売店なんかなさってる方なんかも多分採

算が合わないのに、少しでもいいだろうと思っ

てなさってるんですよ。ですから、ちょっと整

理をしないと、もうこちらで勝手にどうのこう

のってできないかもしれませんが、おっしゃる

ように、地場産品のショーケースも観光協会の

はずです、たしか。やっぱりいろんな団体がか
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かわり合ってるんで、もう一度整理しながらこ

としのＤＣ、ちょっとあやめまで間に合わない

かもしれませんが、補正で６月あたりさせてい

ただいて、せめて７月、８月の特に60周年記念

祭に合わせるような形で、もう少しきちっと長

井を感じていただけるような駅にしたいと思い

ます。 

○大道寺 信委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 ぜひお願いをします。 

 質問の第３でちょっと時間がないのですけれ

ど、書いてあるとおりのことを私聞きたいんで

す。先々週あたりから県が発表し出しまして、

長井市もこのＰＭ2.5の影響があんなだ。しか

も県内では数値高いほうだ、濃度の、いうふう

なことがあって、電話もいただきました。それ

って現状どうなっているのかと対応をどうすっ

かという大ざっぱな方向性でもいいから、とり

あえずＰＭ2.5っていうのはこうで、こういう

危険性があって皆さん、気をつけましょうって

いうことも含めて対応しなきゃいけないと私は

思っているんですけれど、市長の見解をお伺い

をしたいと思います。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。時間ありま

せんので、簡潔にお願いします。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 微小粒子状物質、これＰＭ2.5に関しまして

は、現在策定中の第３次環境基本計画において、

環境目標の２のところで安全・安心で快適な暮

らしの環境づくり、その中の最初に大気環境の

保全、悪臭対策、騒音・振動防止の項で触れて

おりますが、第２回の環境審議会開催時までは

県が測定を始めた、これ平成24年の４月以降、

県からの注意喚起要請がなかったということも

あって、現時点の案では簡単な記述にとどまっ

ている状況でございます。 

 県内で24年度中に環境省告示により示されて

いる環境基準の日平均値35マイクログラム／立

方を超過した日数は延べ36日、25年度は現在の

ところ18日となっております。このうち置賜総

合支庁西庁舎に設置されております監視地点の

長井高野局という名称なんですが、25年度中に

環境基準の日平均値を超過した日は８日あった

そうです。５月に１日、８月が５日、２月が２

日となっておりまして、25年度は８月に集中し

ているようでございます。また、去る２月26日

に１日の平均値で61マイクログラム／立米を記

録いたしまして、翌27日にはこれまでで最高の

72を記録しております。 

 このようなことから環境基本計画中のＰＭ

2.5に関する記述の見直しを検討しております。

ただ、県の環境基本計画においても施策の展開

方向として……。これいっぱいあるんだな。ち

ょっとこれ全部読み切れないですね。読み切れ

ないんで、ちょっと省略をさせていただきます

が、非常にまだまだ対策が遅れておりますので、

県のほうの方針が昨年12月に出されました。Ｐ

Ｍ2.5注意喚起等に係る山形県の当面の対応方

針、これを改正しまして注意喚起の判断を２段

階で行うということで、県のほうはホームペー

ジで県民にお知らせするとともに、私ども市町

村とか報道機関、そういったところに通知する

というふうにしているところです。 

 私どもとしてはこれを受けて、まず３点、注

意喚起が出されたときは不要不急の外出や屋外

での長時間の激しい運動をできるだけ減らすこ

と。第２点は屋内においても換気や窓の開閉を

最小限にする。そして外気の屋内への侵入をで

きるだけ少なくすることなど。あと３番は外出

する際はマスクを着用すること。こういったと

ころをきちっと市民の皆様に啓蒙していかなき

ゃいけない。また、今度のコミュニティＦＭな

んかでもこういう数値が出た場合は、緊急で割

り込みで、出てますから注意してくださいとい

うようなことでの告知をしっかりと対応したい

と思ってます。長くなりました。 

○１４番 髙橋孝夫委員 ありがとうございまし
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た。 

 

 

 安部 隆委員の総括質疑 

 

 

○大道寺 信委員長 次に、順位３番、議席番号

12番、安部 隆委員。 

○１２番 安部 隆委員 予算総括質疑の前に冒

頭、東日本大震災発生から３年がたっておりま

す。各地で追悼の祈念がされておりますけども、

この震災で亡くなられました皆さん、そして被

災を受けられた方々に対しまして、心から哀悼

を申し上げたいというふうに思います。また、

この震災に対しまして復興支援、そして作業等

を行われた皆様方に対しましても、心から敬意

を申し上げたいというふうに思います。 

 こうした大震災を教訓に長井市の防災対策を

怠ることなく、長井市の防災の一層の充実を心

から願いながら、質問に移りたいというふうに

思います。 

 私は１点でありまして、観光交流センター予

定地取得についてというふうなことでございま

す。 

 この用地取得、また観光交流センター問題に

つきましては、平成24年３月に事業が示され、

審査を開始してから２年が費やされ、当初示さ

れた都市再生整備事業は理解を得ることなく全

員が反対、否決されてきました。その後、継続

的に提案審議され、今日に至っているものであ

ります。そして昨年の９月議会では基本設計、

測量予算が議決され、調査結果は５月の全協あ

たりに説明との、12月議会での髙橋委員の答弁

でもあるようでございます。 

 基本設計、測量の調査結果の説明なしに補正

予算では実施設計、測量調査費が認められてお

ります。また、新年度予算では用地購入費とし

まして、関連事業も含めまして３億1,883万

7,000円が示されております。この予算が認め

られた場合、基本設計説明を受ける前に議会の

議論といいますか、外堀を固められまして真摯

な議論、審議ができないのではないかなという

ふうに疑問を抱いておりますけども、市長はど

のようなお考えでありますか、ご見解を聞かせ

ていただきたい。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 安部委員のご質問にお答えいた

します。 

 確かに昨年の９月に測量設計、そして基本計

画、基本設計についての予算をお認めいただき

ました。この間の予算総括の際、補正の予算総

括の際も説明申し上げましたが、その基本設計、

測量設計を受けて、26年度に実施設計、そして

用地の取得の予算を計上するということであり

ます。まず、基本計画と実施測量を認めていた

だいたということは、まず基本的には前に進め

ていくことをお認めいただいたということで、

したがって、基本設計とか、基本計画出た段階

で議会の皆様からもいろいろご意見をいただき

ますが、26年度中に用地の予算、それから実施

設計を上げさせていただかないと、これは事業

ができなくなるということから予算を計上させ

ていただいたということであります。 

○大道寺 信委員長 12番、安部 隆委員。 

○１２番 安部 隆委員 確かにこの事業は内谷

市政、この８年間の中での一つの大きな事業か

なというふうに思います。市長もこの事業につ

いては思い入れも相当大きいものじゃないかな

と。ましてや第５次総合計画当初というような

ことでも、これも一つの魅力な事業だなという

ふうに思います。市長にしてみれば一丁目一番

地というようなこの事業ではないかなというふ

うに思います。 

 ですから、その辺はやはり場を踏みながら早

目に基本設計、調査資料を提出いただいて、そ

してオープンに議論をさせていただいて、そし




